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令和５年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」取組結果 

都道府県名 静岡県 青少年行政主管課（室）名 社会教育課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

こどものイン

ターネット利

用におけるこ

どもの犯罪被

害等の防止 

○大会実施 

 開 催 日：７月１日 場所：藤枝市 

 大会名称：第 47 回青少年健全育成会・第７３回社会を明るくする「運動

藤枝市民大会」 

 内  容：社会を明るくする運動標語入賞者の表彰 

      講演 テーマ：「今日の友人関係をめぐる光と影」 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県） 

・令和５年度第 105 回全国高等学校野球選手権静岡大会において、会

場球場の電光掲示板、場内アナウンスによる広報（静岡県） 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県） 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県） 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、横断幕・懸垂幕の掲

出、デジタルサイネージ、街頭でのリーフレット配布等による広報を実施

（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、河津町、西伊豆町、清水

町、長泉町、静岡市、焼津市、御前崎市、袋井市、湖西市） 

 

○会議・研修会等 

 ・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県） 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市） 

・「ネット・スマホ利用にあたっての情報モラルについて」「ＳＮＳの安

全な使い方」などをテーマとした研修会を実施（袋井市） 

 

○保護者・青少年向けの防犯教室等 

 ・情報モラル教室等の実施（富士宮市、掛川市） 

 ・インターネット利用に係る子供の犯罪被害等防止について、小中学校等

への出前講座を実施（浜松市） 

 

○立入り・実態調査 

・携帯電話販売店への立入調査、保護者等に対するフィルタリングの説明

状況等の調査（沼津市、熱海市、富士宮市、富士市、御殿場市、下田市、

裾野市、函南町、清水町、島田市、焼津市、掛川市、御前崎市、菊川市、

川根本町、吉田町、浜松市、袋井市、湖西市） 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

 

○大会実施 

 ・青少年健全育成会・社会を明るくする運動「藤枝市民大会」（藤枝市）

【再掲】 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県）【再掲】 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県）【再掲】 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県）【再掲】 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、街頭でのリーフレット
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配布等による広報を実施（三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、河津町、

西伊豆町、函南町、清水町、静岡市、焼津市、御前崎市、袋井市、湖西

市） 

 

○会議・研修会等 

・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県）【再掲】 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市）【再掲】 

・「ネット・スマホ利用にあたっての情報モラルについて」「ＳＮＳの安

全な使い方」などをテーマとした研修会を実施（袋井市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等  

 ・情報モラル教室等の実施（富士宮市、掛川市）【再掲】 

 ・インターネット利用に係る子供の犯罪被害等防止について、小中学校等

への出前講座を実施（浜松市）【再掲】 

 

○立入り・実態調査 
 ・インターネットカフェ、カラオケボックス店等への立入調査（沼津市、

熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野

市、伊豆の国市、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、静岡市、

島田市、焼津市、掛川市、御前崎市、菊川市、吉田町、浜松市、袋井市、

湖西市、森町） 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県）【再掲】 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県）【再掲】 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県）【再掲】 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、街頭でのリーフレット

配布等による広報を実施（沼津市、三島市、富士市、裾野市、伊豆市、河

津町、松崎町、西伊豆町、清水町、静岡市、焼津市、掛川市、御前崎市、

菊川市、袋井市、湖西市） 

 

○会議・研修会等 

 ・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県）【再掲】 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市）【再掲】 

 

○薬物乱用防止教室の実施 

 ・小中学校において薬物乱用防止教室を実施（伊豆市） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

○大会実施 

 ・青少年健全育成会・社会を明るくする運動「藤枝市民大会」（藤枝市）

【再掲】 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県）【再掲】 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県）【再掲】 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県）【再掲】 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、街頭でのリーフレット
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配布等による広報を実施（沼津市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、

伊豆市、河津町、西伊豆町、清水町、長泉町、静岡市、焼津市、御前崎

市、菊川市、袋井市、湖西市） 

 

○会議・研修会等 

 ・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県）【再掲】 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市）【再掲】 

・青少年指導員等を対象とした研修を実施（富士市、伊豆市） 

・「ネット・スマホ利用にあたっての情報モラルについて」「ＳＮＳの安

全な使い方」などをテーマとした研修会を実施（袋井市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

・情報モラル教室等の実施（富士宮市、掛川市）【再掲】 

・インターネット利用に係る子供の犯罪被害等防止について、小中学校等

への出前講座を実施（浜松市）【再掲】 

 

○補導活動 

 ・街頭補導活動の実施（沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富

士市、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、南伊

豆町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、静岡市、島田市、焼

津市、掛川市、藤枝市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町、浜松市、

磐田市、袋井市、湖西市、森町） 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○大会実施 

 ・青少年健全育成会・社会を明るくする運動「藤枝市民大会」（藤枝市）

【再掲】 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県）【再掲】 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県）【再掲】 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県）【再掲】 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、街頭でのリーフレット

配布等による広報を実施（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、

河津町、松崎町、清水町、静岡市、焼津市、藤枝市、御前崎市、袋井市、

湖西市） 

 

○会議・研修会等 

 ・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県）【再掲】 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市）【再掲】 

・青少年指導員等を対象とした研修を実施（富士市、伊豆市）【再掲】 

・「ネット・スマホ利用にあたっての情報モラルについて」「ＳＮＳの安

全な使い方」などをテーマとした研修会を実施（袋井市）【再掲】 

 ・社会を明るくする運動への参加（沼津市、熱海市、富士宮市、富士市、

御殿場市、伊豆市、伊豆の国市、南伊豆町、松崎町、函南町、掛川市、藤

枝市、川根本町） 

 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

・情報モラル教室等の実施（富士宮市、掛川市）【再掲】 

 ・インターネット利用に係る子供の犯罪被害等防止について、小中学校等
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への出前講座を実施（浜松市）【再掲】 

 

〇青少年センター※1 設置数  19 施設 

 ・少年補導委員  人数   2049 名 

 ・主な活動（内容） 

  補導活動、環境浄化活動（立入調査等）、広報啓発活動 など 

重点課題５ 

重大ないじめ ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○大会実施 

 ・青少年健全育成会・社会を明るくする運動「藤枝市民大会」（藤枝市）

【再掲】 

 ・「わたしの主張」大会の開催（御殿場市、裾野市、函南町、清水町、長

泉町、静岡市、浜松市） 

 

○広報啓発 

・静岡県広報誌（県民だより）への掲載（静岡県）【再掲】 

・フィルタリング利用の重要性と家庭でのルール作り等について掲載した

「静岡県青少年の非行・被害防止強調月間」リーフレットを作成し、全市

町（35 市町）、関係団体等に配布（静岡県）【再掲】 

・県教育委員会ホームページ等に掲載（静岡県）【再掲】 

・市町の広報誌・ＨＰ等への掲載、ＳＮＳの活用、街頭でのリーフレット

配布等による広報を実施（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、

河津町、清水町、静岡市、焼津市、御前崎市、袋井市、湖西市）【再掲】 

・市町の広報誌等での相談窓口の広報（三島市、富士宮市、富士市、御殿

場市、裾野市、伊豆市、長泉町、静岡市焼津市、掛川市、御前崎市、浜松

市、湖西市） 

 

○会議・研修会等 

 ・静岡県学校警察地域連絡協議会の開催（静岡県）【再掲】 

・青少年問題協議会、青少年健全育成推進員会議の開催（御殿場市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、御前崎市、牧之原市）【再掲】 

・「ネット・スマホ利用にあたっての情報モラルについて」「ＳＮＳの安

全な使い方」などをテーマとした研修会を実施（袋井市）【再掲】 

 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等 

・情報モラル教室等の実施（富士宮市、掛川市）【再掲】 

・インターネット利用に係る子供の犯罪被害等防止について、小中学校等

への出前講座を実施（浜松市）【再掲】 

 

※1 青少年センターの具体的な名称は、青少年センターのほか、少年補導センター、青少年育成センター、

青少年指導センター、青少年補導センター、青少年相談センター、少年センターなど、地域の実情や主たる

活動内容に応じ様々。（こちらは項目に沿った記載をお願いします。） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

※特に、最重点課題については記載漏れがないように願います。 

※各項目は必須ではありません。各自治体の実情に応じて推進した取組結果を記載してください。 


